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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

テ
レ
ビ
の
時
代
劇
で
は
越

後
屋
、
長
崎
屋
は
悪
徳
業
者

の
代
名
詞
だ
が
、
中
で
も
両

替
商
（
今
の
銀
行
）
と
口
入

れ
屋
（
仕
事
紹
介
所
）
は
必

ず
悪
役
人
と
組
み
、
庶
民
を

だ
ま
し
、
稼
ぎ
を
ピ
ン
ハ
ネ

す
る
。
悪
い
奴
や
。 

 

戦
後
に
労
働
法
は
「
労
働

者
保
護
法
」
に
な
る
。
憲
法

二
五
条
で
国
民
の
生
存
権
を

定
め
、
そ
の
権
利
の
具
体
化

で
同
二
七
条
の
勤
労
の
権
利

な
ど
を
保
障
し
た
。
い
わ
ゆ

る
権
利
の
概
念
の
流
れ
で
、

社
会
安
定
の
た
め
の
職
業
安

定
法
が
で
き
る
。 

 

こ
の
法
の
基
本
は
「
職
業

紹
介
は
公
共
職
業
安
定
所
が

行
う
」
で
あ
っ
た
。
使
用
者

の
行
う
労
働
者
募
集
も
厳
格

な
規
制
を
設
け
、
新
聞
な
ど

で
の
募
集
な

ど
の
一
部
を

除
き
、
一
切

が
禁
止
さ
れ

て
い
た
。
雇

用
仲
介
者
に

よ
る
中
間
搾

取
（
ピ
ン
ハ

ネ
）
防
止
法
で
あ
る
。（「
権

利
の
た
め
の
労
働
法
」（
青
木

宗
也
）
か
ら
） 

 

こ
の
働
く
人
の
権
利
の
図

式
を
変
え
た
の
が
労
働
行
政

の
規
制
緩
和
で
あ
り
、
そ
の

代
表
が
リ
ク
ル
ー
ト
だ
。
今

や
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
で
見
な
い

日
は
な
い
ほ
ど
の
情
報
産
業

の
ト
ッ
プ
企
業
だ
。 

 

こ
の
会
社
を
興
し

た
の
は
江
副
浩
正

だ
。
江
副
は
東
京
大

学
時
代
に
東
大
新

聞
部
に
在
籍
し
、
主

に
企
業
の
求
人
広

告
欄
を
て
が
け
、
当

時
の
学
卒
・
初
任
給

が
一
万
円
の
時
代
に
二
十
万

円
の
収
入
を
得
て
、
一
九
六

〇
年
、
彼
は
卒
業
す
る
と
「
東

大
新
聞
広
告
社
」
を
起
業
す

る
。
こ
れ
が
情
報
産
業
・
リ

ク
ル
ー
ト
の
第
一
歩
で
あ
る
。 

 

以
来
、
リ
ク
ル
ー
ト
は
二

十
数
年
で
飛
躍
的
な

大
会
社
と
な
る
が
、
江

副
は
リ
ク
ル
ー
ト
・
コ

ス
モ
ス
の
上
場
前
の

株
券
七
十
六
万
株
（
一

株
三
千
円
）
を
政
財
界

の
大
物
の
八
十
三
人

に
譲
渡
す
る
。 

 

そ
の
名
は
竹
下
首
相
、
中

曽
根
首
相
、
森
首
相
や
Ｎ
Ｔ

Ｔ
の
初
代
社
長
の
新
藤
な
ど

や
、
日
経
新
聞
の
森
田
社
長

と
幅
広
か
っ
た
。
株
価
は
上

場
二
日
で
約
二
倍
に
は
ね
上

が
り
、
江
副
は
百
四
十
七
億

円
の
利
益
を
手
に
し
、
被
譲

渡
者
も
一
億
円
の
利
益
を
得

て
、
の
ち
戦
後
最
大
の
贈
収

賄
事
件
へ
と
発
展
す
る
。 

 

こ
の
裁
判

は
十
七
年
間

続
く
が
、
判

決
は
懲
役
三

年
、
執
行
猶

予
の
判
決
が

出
て
終
結
す

る
。
上
場
前

の
株
譲
渡
は
そ
の
こ
と
自
体

は
罪
で
は
な
い
。
要
は
そ
の

譲
渡
と
過
度
の
利
益
で
、
も

ら
っ
た
人
が
江
副
の
依
頼
に

ど
う
対
応
し
た
の
か
が
罪
の

有
無
で
あ
り
、
そ

れ
が
有
罪
と
さ
れ

た
。
政
治
家
、
経

済
界
や
官
僚
ら
が

み
ん
な
、
リ
ク
ル

ー
ト
の
言
い
な
り

だ
っ
た
の
だ
。 

 

さ
ら
に
こ
の
事

件
発
生
が
一
九
八
〇
年
代
末
、

昭
和
が
終
わ
り
平
成
と
な
り
、

バ
ブ
ル
が
は
じ
け
、
な
に
よ

り
も
消
費
税
が
三
％
で
始
ま

っ
た
と
き
だ
。 

ま
た
当
時
の
竹
下
首
相
が

引
責
辞
任
し
、
政
治
改
革
で

小
選
挙
区
制
が
始
ま
る
。
ま

さ
に
一
つ
の
時
代
の
終
わ
り

と
新
自
由
主
義
の
政
治
、
経

済
転
換
の
引
き
金
と
な
っ
た

象
徴
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
が
一
連
の
リ
ク
ル
ー

ト
疑
惑
の
経
過
だ

が
、
課
題
の
労
働
の

規
制
緩
和
は
中
曽

根
ら
の
手
に
よ
り
、

国
鉄
の
民
営
化
攻

撃
で
決
定
的
と
な

る
。
ま
た
労
働
者
側

も
社
会
党
の
転
換
、

総
評
解
体
、
連
合
の
発
足
へ

と
協
調
主
義
的
に
進
む
。 

 

さ
ら
に
世
界
的
な
新
自
由

主
義
の
登
場
と
と
も
に
、
日

本
の
労
働
者
保

護
法
は
ど
ん
ど

ん
攻
撃
を
受
け
、

企
業
監
視
役
の

労
働
監
督
の
機

能
の
弱
体
化
や

労
働
者
保
護
の

職
業
安
定
所
も

法
自
体
の
改
正

で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
な
り
、

働
く
権
利
擁
護
の
国
の
基
本

法
認
識
は
影
を
薄
く
す
る
。 

 

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
は
裁
判

で
問
わ
れ
た
贈
収
賄
罪
は
も

と
よ
り
、
江
副
は
「
働
く
人

の
権
利
は
く
奪
」
の
罪
、
法

の
破
壊
者
で
あ
り
、
こ
の
方

が
重
く
、
重
要
だ
と
い
え
る
。 

な
に
よ
り
も
企
業
の
募
集

広
告
と
い
う
仕
事
の
仲
介
業

を
、「
人
材
育
成
、
情
報
産
業
」

と
呼
び
変
え
、
現
代
に
口
入

屋
稼
業
を
復
活
さ

せ
、
も
っ
て
「
職
業

紹
介
は
公
共
職
業

安
定
所
が
行
う
」
の

禁
を
破
っ
た
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
の

だ
。 

 

職
安
法
通
り
で
い
う
と
、

職
安
が
無
料
で
就
業
を
紹
介

し
、
会
社
は
人
を
雇
う
。
そ

の
間
に
金
銭
の
動
き
は
な
く
、

中
間
搾
取
、
ピ
ン
ハ
ネ
も
な

い
。
し
か
し
リ
ク
ル
ー
ト
社

が
有
料
で
会
社
と
人
材
を
雑

誌
で
紹
介
す
る
時
に
金
が
動

き
、
そ
の
金
が
上
場
前
の
大

金
と
化
け
、
政
財
官
に
配
ら

れ
、
賄
賂
の
お
返
し
と
し
て
、

権
利
法
の
改
悪
が
行
わ
れ
た

結
果
、
雇
用
の
流
動
化
、
非

正
規
化
、
低
賃
金
化
と
な
り
、

働
く
人
を
苦
し
め
る
現
代
と

な
る
。 

 

結
果
、
江
副
は
贈
賄
の
罪

で
塀
の
内
に
落
ち
た
の
だ
が
、

労
働
者
保
護
法
の
禁
を
破
っ

た
人
が
、
ネ
ッ
ト
で
語
ら
れ

る
よ
う
な
起
業
家
と
し
て
の

英
雄
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

復
活
！
権
利
の
労
働
者
保
護

法
だ
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 
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期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        


